
平成26年度 平成27年度 平成32年度 平成37年度平成25年度

（人）

100,965 104,286 111,896 94,51495,060
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‹‹  高齢者人口の推移（全国）  ››

後期高齢者（75歳以上） 前期高齢者（65～74歳）

↑平成37年には前期高齢者を後期高齢者が上回る見込み。

グラフ：福岡県介護保険広域連合

　

い
つ
ま
で
も
安
心
で
生
き
生
き
と
し
た
暮

ら
し
を――
。
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
自
分
ら
し
い
生
活
を
送
る
た

め
、
平
成
12
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
介
護
保
険

制
度
。
急
速
な
少
子
高
齢
化
に
伴
い
、
国

全
体
の
介
護
給
付
費
は
制
度
ス
タ
ー
ト
時

か
ら
3
倍
近
く
増
加
し
ま
し
た
。
10
年
後

の
平
成
37
年
に
は
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳

を
迎
え
る
た
め
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
は
ま
す
ま
す
増
加
し
、
介
護
保
険
制

度
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
難

局
を
乗
り
切
る
た
め
、
国
は
介
護
保
険
制

度
を
大
幅
に
見
直
し
、
８
月
１
日
か
ら
、
一

定
以
上
所
得
者
に
対
す
る「
利
用
者
負
担
割

合
の
変
更
」と「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

負
担
限
度
額
の
変
更
」を
実
施
し
ま
す
。

 

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
支
払
っ
た
負

担
額
が
、
１
か
月
の
合
計
で
上
限
額
を
超
え

た
場
合
、
申
請
す
る
と
そ
の
超
え
た
分
の
お

金
が
戻
る「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」。
現

役
並
み
の
所
得
が
あ
る
人
の
負
担
限
度
額
の

上
限
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
新
設
上
限
額
の

対
象
者
は
、
同
一
世
帯
内
に
現
役
並
み
の
所

得（
課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
）の
65
歳

以
上
の
人
が
い
る
場
合
で
す
。
た
だ
し
、
次

※注１　同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算ができます。
※注2　「世帯」は住民基本台帳上の世帯員で介護サービス利用者全員の負担
　　　 合計を差し、「個人」とは利用者本人の負担上限額を差します。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
は
、

所
得
に
か
か
わ
ら
ず
サ
ー
ビ
ス
費
の
1
割

で
し
た
が
、
８
月
１
日
か
ら
、
一
定
以
上
の

所
得
が
あ
る
人
は
2
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

▼
2
割
負
担
に
な
る
人

　

65
歳
以
上
の
人
の
う
ち
、
本
人
の
合
計

所
得
金
額
が
１
６
０
万
円
以
上
あ
り
、
年

金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が
単

身
世
帯
で
２
８
０
万
円
以
上
、
2
人
以
上

世
帯
で
３
４
６
万
円
以
上
の
人

※
要
介
護（
要
支
援
）認
定
者
に
は
、
所
得

な
ど
に
応
じ
た
負
担
割
合
を
記
載
し
た「
介

護
保
険
負
担
割
合
証
」が
発
行
さ
れ
ま
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
は
、

こ
の
負
担
割
合
証
を
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

45

‹‹  月々の利用者負担上限額（高額介護サービス費）  ››

利用者負担段階区分

44,400円

上限額（１か月）

現役並みの所得がある人【新設】
同一世帯内に課税所得145万円以上の
65歳以上の人がいて、単身で年収383
万円以上または２人以上で年収520万
円以上の収入がある場合

介
護
保
険
制
度
の
存
続
へ

所
得
に
応
じ
自
己
負
担
が
２
割
に

高
額
介
護
の
上
限
額
が
変
更

▼
施
設
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
人

　

の
食
費
や
居
住
費
に
関
す
る
負
担
軽
減

　

の
基
準
変
更

　

今
ま
で
は
所
得
の
低
い
人
が
介
護
保
険

の
負
担
軽
減
適
用
の
施
設
や
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
を
ご
利
用
を
し
た
場
合
、
食
費
・
居

住
費
の
負
担
軽
減
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

次
の
❶
～
❷
に
当
て
は
ま
る
場
合
、
８
月

１
日
か
ら
利
用
し
た
際
に
か
か
る
費
用
は

負
担
軽
減
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

❶
配
偶
者
が
町
民
税
課
税
者
の
場
合

※
世
帯
分
離
を
し
て
い
て
も
、
配
偶
者
に

　

町
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

　

負
担
軽
減
の
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

❷
預
貯
金
が
単
身
で
１
千
万
円
、
夫
妻
で

　

２
千
万
円
を
超
え
た
場
合

▼
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
相
部
屋（
多

　

床
室
）に
入
所
す
る
課
税
世
帯
の
人
は
、

　

室
料
相
当
の
額
を
負
担

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
者
の
う
ち
、
相

部
屋 

（
多
床
室
）に
入
所
し
て
い
て
、
今
ま

で
食
費
や
部
屋
代
の
負
担
軽
減
を
受
け
て

い
な
い
人
は
、８
月
１
日
か
ら「
室
料
相
当
」

が
加
算
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
な
部
屋
代
な

ど
に
つ
い
て
は
、
ご
利
用
の
施
設
と
入
居

者
と
の
契
約
事
項
と
な
り
ま
す
の
で
、
個

別
に
各
施
設
へ
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

施
設
利
用
の
補
助
条
件
を
見
直
し

の
❶
～
❷
に
当
て
は
ま
る
場
合
、
あ
ら
か

じ
め
申
請
す
る
と
、
一
般
世
帯
区
分
の
上
限

額（
３
万
７
千
２
０
０
円
）に
な
り
ま
す
。

❶
同
一
世
帯
内
に
65
歳
以
上
の
人
が
１
人

　

い
て
、
収
入
が
３
８
３
万
円
未
満

❷
同
一
世
帯
内
に
65
歳
以
上
の
人
が
２
人

　

以
上
い
て
、
そ
の
人
た
ち
の
収
入
合
計

　

額
が
５
２
０
万
円
未
満  

※
対
象
者
に
は
７
月
中
に
申
請
書
を
送
付

　

し
て
い
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

　

お
早
め
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
団
塊
の
世
代
」
が
75
歳
以
上
に
な
る
平
成
37
年
を
見
据
え
て
、
国

は
介
護
保
険
法
を
改
正
し
、
本
年
度
か
ら
介
護
保
険
制
度
の
大
幅

な
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、８
月
１
日
か
ら
変
更
す
る

介
護
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

介
護
保
険
の
費
用
負
担
が

８
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
の
み
な
さ
ん
へ

問
保
健
課 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
係

　

☎
２
８ｰ

９
５
０
２

要介護（支援）認定
を受けた人

【65 歳以上の人】
→ 要介護（支援）状態になった場合 

【40 ～ 64 歳の人】
→ 特定疾病により、要介護（支援）
　 状態になった場合 

サービス対象者

40歳以上の人
（一部例外を除く）

40 歳以上の人が介護保険料を毎月
支払うことで、介護保険サービスを運
営しています。今年度の介護保険料
決定通知書は 8 月上旬までに郵送し
ますので、納め忘れにご注意ください。

介護保険の被保険者

↑
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」に
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
確
認
で
き
る
よ
う
、
負
担
割
合
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
有
効
期
間
は
、
毎
年
８
月
１
日
か
ら
翌
年
７

月
31
日
ま
で
。
紛
失
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

単位

世帯

一般世帯（他の区分に該当しない） 世帯 37,200円

町民税非課税

個人 15,000円
●合計所得金額および課税年金収
　入額の合計が80万円以下の人
●老齢福祉年金の受給者

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減
　額することで、生活保護の受
　給者にならない場合

世帯 24,600円

個人
世帯

15,000円


